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駐車場貸付（条件付一般競争入札） 

案内書 

 

 

 

 

 

 

 

所 在 地   柳井市姫田２８１０番３ 

 

 

入札参加   令和８年１月８日（木）から 

受付期間   令和８年１月２０日（火）まで 

 

 

 

この案内書をよくご覧の上、入札してください。 

 

 

 

 

   

柳井市 
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第１ 趣旨 

 

 

柳井まちなか駐車場は、柳井市営駐車場として昭和４８年に供用を開始して以来、平成２０年

度に機械管理システムを導入し、２４時間営業に移行、平成２４年度には敷地の拡張、リニュー

アルを行うなど適時適切に運営形態や料金体系を見直しながら、自動車駐車施設として道路交通

の円滑化や公衆の利便に資するとともに、都市機能の維持及び増進に寄与してきました。 

 令和４年度からは、経営の更なる効率化を図るため、市営駐車場としては廃止することとし、

駐車場経営をしていただける民間法人に当該土地の貸付けを行っているところです。 

 この度、貸付期間の満了に伴い、柳井まちなか駐車場の管理運営を行う民間法人を新たに募集

するものです。 
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第２ 貸付物件（入札物件） 

貸付物件は次のとおりです。 

１ 土地の概要 

所在地 貸付面積 最低入札価格 

柳井市姫田２８１０番３ １７４５．９０㎡ 年額３５０,０００円（税抜） 

 

２ 工作物の概要 

（１）貸付対象物件 

名称 数量 

アスファルト舗装 一式 

フェンス 一式 

車止めブロック 一式 

バリカー ６本 

看板 ２か所 

防犯カメラ（ポール含む） ２台 

満車空車灯（道路側） １台 

防犯灯 ５基 

備品用倉庫 １台 

 

（２）貸付対象外物件 

名称 数量 

保護屋根 一式 

入口表示灯 １台 

駐車券発行機 １台 

出口精算機 １台 

通信機器【ＧＴ８９１０】 １台 

ゲート装置 ２台 

出庫警報灯 １台 

※ 令和８年４月１日以降も前借受法人が発行した定期券を購入者に不利益なく利用できるよ

う、前借受法人との引継ぎ方法を市に提示してください。 

※ 現借受法人の機器管理委託先はアマノマネジメントサービス株式会社です。 
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第３ 契約上の条件 

１ 入札参加資格 

 入札参加には、次の全ての要件に該当していることとします。 

（１）柳井市に本店、支店又は営業所を有している法人であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する一般競争

入札に参加させることができない法人又は同条第２項各号に該当すると認められる法人の

いずれにも該当しない法人であること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定

する暴力団若しくはその構成員又はそれらの利益となる活動を行う法人でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立てをしていな

い法人又は申立てをなされていない法人であること。ただし、同法に基づく更生手続開始

の決定を受けた法人であっても、更生計画が認可された法人については、更生手続開始の

申立てをしなかった又は申立てをなされなかった法人とみなす。 

（５）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てをしていな

い法人又は申立てをなされていない法人であること。ただし、同法に基づく再生手続開始

の決定を受けた法人であっても、再生計画が認可された法人については、再生手続開始の

申立てをしなかった法人又は申立てをなされなかった法人とみなす。 

（６）競争入札参加資格において指名停止となっていない法人であること。 

（７）２４時間緊急対応が可能なコールセンターを有している法人であること（協力法人を含

む）。 

（８）６０分以内に現着できるメンテナンスの事業所を有している法人であること（協力法人を

含む）。 

（９）国税、都道府県税及び市町村税の滞納がないこと。 

（10）直近３か年（令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで）において、有料時間貸駐車

場の運営をした実績を有する法人であること。業務の一部を委託する場合においては、借

受法人又は委託先の法人がその実績を有していれば参加することができる。 

 

２ 本契約の内容 

  本契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の５第１項の規定に基づく貸

付けです。なお、本件契約は、借地借家法（平成３年法律第９０号）の適用はありません。 

 

３ 貸付期間 

 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までの３年間です。 

※過去３年分の駐車場利用台数については別紙４「駐車場利用台数実績調書」を参照ください。 

 

４ 最低入札価格 

最低入札価格は３５０,０００円（年額・税抜）とします。最低入札価格の額以上でかつ最

高の額で入札した法人の金額を落札価格とします。 
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５ 貸付料の計算 

 貸付料の金額は、次のとおりとします。  

（１） 各年度の駐車場事業収入（税抜）が３,３００,０００円以下のとき 

落札価格に消費税及び地方消費税の額を加算した金額とします。 

 

（２）駐車場事業収入（税抜）が３,３００,０００円を超えたとき 

各年度の駐車場事業収入（税抜）から３,３００,０００円（税抜）を差し引いた金額に、

２分の１を乗じ、落札価格を加えた額に消費税及び地方消費税の額を加算した金額としま

す。 

 

【貸付料のイメージ】 

 

落札価格（税抜）   1/2  消費税及び地方消費税額      

  

  

 1/2 1/2 

 

                   差額 

 

駐車場事業収益（年間） 

 

（３）駐車場事業収入が得られなかった場合の市からの補てんはありません。貸付料（税抜）

は、１００円未満の端数切捨てとします。 

  

６ 貸付料の請求と納付について 

  契約期間中の会計年度の終了日から起算して３日以内に、借受人は速やかに市へ駐車場事業

収益額を報告するものとします。報告確認後、市は貸付料を算定し、納付書により借受人へ請

求します。借受人は各会計年度の終了日から起算して３０日以内に市が発行した納付書により

納めるものとします。 

 

７ 用途指定 

  現状有姿とし、２４時間入出庫可能な時間貸し駐車場及び定期利用駐車場を併用した機械式

平面駐車場として使用することとします。なお、全５２台の区画数のうち、定期利用駐車場と

して使用する区画数を、３分の１以内（１７台以下）とします。 

 

 

 

 

３,３００,０００円 
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８ 機器使用 

 次に掲げる機器を使用に供することとします。 

（１）入口駐車券発行機 

  駐車場入口に設置し、利用者に対し駐車券を発行する機器 

① 押しボタンにより駐車券を発行できること。 

② 駐車券に入場年月日時分が印字できること。 

③ 定期券読取りによる定期車両の入場管理が可能なこと。 

④ 駐車券発行時及び満車時に、利用者に案内できること。 

⑤ 連絡用インターホン子機にて呼出の連絡が可能なこと。 

（２）出口料金精算機 

  駐車場出口に設置し、利用者に対し駐車料金の精算を行う機器 

  ①利用可能な金種は、１０円硬貨、５０円硬貨、１００円硬貨、５００円硬貨及び千円紙幣

であり、新硬貨、新紙幣が導入された際にも滞りなく対応できること。 

  ②１００円駐車サービス券に対応できること。 

  ③定期券読取りによる定期車両の出場管理が可能なこと。 

  ④精算時に、利用者に操作を促す案内ができること。 

  ⑤領収書が発行できること。 

  ⑥連絡用インターホン子機にて呼出の連絡が可能なこと。 

（３）出庫警報灯 

  駐車場出口部に設置し、場外の走行車両及び歩行者に対して出庫車両の接近を知らせ、注意

を促す機器 

  ①回転灯、ブザー及び点滅表示（文字浮き出し）により走行車両及び歩行者に確実に注意を

促せること。 

（４）入口表示灯 

  駐車場入口に設置し、駐車場の満車状況を表示する機器 

（５）ゲート装置 

  カーゲート及びバーキャッチャーで構成し、入口及び出口に設置して車両通行の規制を行う

機器 

  ①入口駐車券発行機及び出口料金精算機と連動し、無人制御が行えること。 

  ②手動によりゲートバーを開閉できること。 

③指定する用途に関連しない建築物及び工作物等の設置は不可とする。ただし、自動販売機

（アルコール類を除く。）の設置は、借受人の負担により、設置することを認める。自動

販売機を設置する際は、自動販売機に故障時等の連絡先を明記すること。 

 

９ 管理運営 

（１）借受人は、駐車場の管理運営業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはなりませ

ん。ただし、業務の一部について、市が承認した場合はこの限りではありません。 

（２）駐車場利用料金は次のとおりとし、市と協議の上、設定するものとします。 

  ①付近の路外駐車場の駐車料金に比して著しく均衡を失わないものであること。 
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  ②利用者数を維持できるよう、時間貸し駐車料金は３０分まで無料とし、２４時間までの料

金は上限８００円とする。 

③周辺相場を考慮し、定期利用料金は下限４，０００円／月（税抜）とする。 

④頻繁な料金改定や急激な料金値下げ等により、利用者の混乱を招く料金設定としないこと

とする。 

（３）時間制駐車料金について、別紙１のとおり、利用者割引を行うこととします。 

（４）市に無料パスカードを１枚貸与することとします。 

（５）１００円駐車サービス券１１枚綴りとした回数駐車券を１冊１，０００円で販売すること

とします。  

（６）駐車場利用者の利便性を考慮し、定期券及び回数駐車券販売窓口を別紙３の範囲内、又は

指定範囲に隣接する場所に設置してください。窓口開設時間は週５日間午前８時３０分か

ら午後５時３０分までとします。なお、窓口設置について、案内表示の設置や、上下水

道、電気及びガスなどの供給処理施設の引き込みが必要な場合は、柳井市ではこれらに必

要な費用の負担は行いませんので、借受人で対応してください。 

（７）駐車場周辺で、市が主催又は共催するイベント等が開催される場合や災害等が発生した場

合は、市に協力することとします。 

（８）出口料金精算機に電話又はインターホンを取り付け、２４時間管理体制がとれるよう通信

体制を確保し、駐車場利用者との直接対話により、緊急の問合せやトラブルに常時対応で

きるものとしてください。また、遠隔操作によるゲート開閉ができ、スムーズな入出庫が

できるようにしてください。 

（９）出庫時に連絡用インターホン等により、障がい者割引対象者であることの確認ができるように

してください。 

（10）料金精算時にトラブルが生じた場合に、遠隔操作により駐車料金を精算することが可能な

こととしてください。 

（11）遠隔操作により駐車料金を減額又は免除することが可能なこととしてください。 

（12）緊急時には即時に現地対応できることとしてください。 

（13）駐車場が停電した場合は、利用者が出庫及び入庫することのできる状態にしてください。 

（14）駐車場利用者が常に安全に駐車場を利用できるように、点検、保守及び修繕を行い、駐車

場の安全性を保持してください。 

（15）駐車場内の清掃及び除草を適宜実施してください。 

（16）第三者賠償責任が発生した場合に備え、適切な保険に加入し、加入後は市に保険証の写し

を提出してください。 

（17）借受人が駐車場内に新たに設置する看板類について、「山口県屋外広告物点検実施要綱」

に基づき、おおむね３年に１回となっていますが、適宜安全点検を実施し、その記録を保

管してください。なお、市の所有する既設の看板類については、市にて安全点検を実施し、

その記録を保管しているため、借受人による安全点検の実施は不要とします。 

（18）駐車場での犯罪を抑制するため、市の設置した防犯カメラを現状有姿で借り受け、常時作

動させてください。ただし、防犯カメラで記録した映像データの個人情報保護について

は、万全の管理を行い、その映像データについて消去・上書き等の処分方法により漏洩防
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止措置を行ってください。なお、必要以上に駐車場以外が映らないように配慮してくださ

い。また、防犯カメラが作動中であることを駐車場内に表示し、駐車場利用者に周知して

ください。 

（１９）貸付物件内に放置車両が発生した場合は、速やかに警察への報告を行い、必要に応じて

市と協議の上、裁判所への訴訟及び処分を行ってください。 

（２０）借受人は市の所有する既設の看板の記載内容を変更するときは、あらかじめ市と協議し

てください。 

 

１０ 必要経費の負担 

（１）指定する用途に供するために必要な機器等の設置については、全てを借受人の負担におい

て行うものとします。 

（２）駐車場運営業務にかかる全ての経費（消耗品費、光熱水費、施設設備の維持管理費、緊急

時対応、保険料等）は、借受人の負担とします。ただし、別紙２に示される市の負担する

場合を除きます。 

 

１１ 権利設定及び譲渡の禁止等 

（１）借受人は駐車場として区画ごとに貸すことを除き、物件を転貸することはできません。 

（２）賃借権を譲渡することはできません。 

（３）賃借権を担保に供することはできません。 

（４）賃貸借の登記はできません。 

 

１２ 物件保全義務等 

（１）借受人は善良な管理法人としての注意をもって貸付物件の維持保全（除草、清掃等）に努

めなければなりません。 

（２）借受人は近隣住民等から苦情、要望があった場合の対応や、物件内の不法投棄等は自らの

責任において速やかに解決してください。 

 

１３ 法令遵守の徹底 

  駐車場法（昭和３２年法律１０６号）、関係法令等を遵守し、必要な届出等手続の一切を借

受人が行ってください。 

 

１４ 原状回復 

（１）貸付期間の満了日までに原状又は市から承諾を得た状態に回復してください。また、貸付

物件を原状又は市から承諾を得た状態に回復した場合は、市職員による検査を受けてくだ

さい。 

（２）借受人が前項の期日までに原状回復の義務を履行しないときは、市がこれを行って、その

費用を借受人の負担とすることができることとします。 

（３）貸付物件上に存する、前借受人が設置した工作物等については、貸付開始日までに前借受

人が撤去します。ただし、前借受人が設置した工作物等について、借受人と前借受人との
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間で工作物等の譲渡等を行うことを妨げるものではありません。借受人と前借受人との間

で工作物等の譲渡等を行う場合、譲渡等される工作物等の一覧を書面で柳井市に提出して

ください。 

 

１５ リスク分担 

本件土地貸付けにおいては、駐車場としてこれまでの市民サービスが継続できることを前提

に、より低廉で良質なサービスの提供を目指すため、適切なリスク分担を行うこととし、市と

借受人の基本的なリスク分担の考え方は、別紙２に示すとおりとします。 

 

１６ 市の解除権 

地方自治法第２３８条の５第４項に定めるもののほか、本案内書で定める事項に違反した場

合は、契約を解除することがあります。また、この場合、市又は第三者に損害を与えたとき

は、全て借受人の責任でその損害を賠償しなければなりません。 

 

１７ 借受人の解除権 

借受人は、市が契約に違反し、その違反により土地利用が不可能となったときは、契約を解

除することができるものとします。また、この場合、市が借受人に損害を及ぼしたときは、そ

の損害を賠償しなければならないものとします。 

 

１８ その他 

（１）借受人は、駐車場の利用状況、収支等運営状況の月報(月末締め)及びジャーナル（精算機

から発行される日報・月報ジャーナル）の写しを翌月１０日までに市に提出していただき

ます。 

（２）トラブル対応の内容について、市が求める場合は、その内容を市へ報告を行うものとして

ください。 

（３）駐車場の命名権は、市にあります。 

（４）仕様書に記載のない事項については、その都度協議することとします。 

（５）物件調書と現況が相違している場合は、現況を優先します。借受人は、面積その他物件調

書に記載した事項について実地に符合しないことが後日発覚しても、これを理由として契

約の締結を拒み、落札の無効を主張し、又は貸付料の減額を請求することはできません。 
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第４ 入札に関する事項 

１ 手続スケジュール 

項目 日程 

入札案内書の配布 令和８年１月８日から令和８年１月２０日まで 

入札参加申込書の受付 令和８年１月８日から令和８年１月２０日まで 

質問書の受付 令和８年１月２６日から令和８年１月２７日まで 

質問書の回答 令和８年１月２９日 

入札実施 令和８年１月３０日 

契約締結 令和８年３月３１日まで 

※現場説明会は実施しません。各自で現地の確認をお願いします。 

 

２ 入札参加の申込方法等 

申込みに当たっては、本案内書を熟読し、契約の条件、現地の現況、利用制限等をご自身で

確認してください。 

（１）申込期間 

令和８年１月８日（木）から令和８年１月２０日（火）まで 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、市役所閉庁日を除きます。 

（２）受付場所 

   〒７４２－８７１４ 柳井市南町一丁目１０番２号 

   柳井市役所２階 柳井市建設部都市計画課 

（３）申込方法 

申込書に必要事項を記入の上、本案内書に規定する書類一式を持参にて提出してください。  

（４）必要書類 

 書類（各１部）  

１ 条件付一般競争入札参加申込書 第１号様式 

２ 履歴事項全部証明（法人登記簿謄本） 

※書類提出時点で発行後３か月以内 
- 

３ 納税証明書（法人市民税／地方公共団体発行） 

※書類提出時点で発行後３か月以内 
- 

４ 納税証明書その３又はその３の３（消費税及び地方消費税について未

納額が無い証明／税務署発行） 

※書類提出時点で発行後３か月以内 

- 

５ 暴力団等の排除に関する誓約書 第２号様式 

６ 役員等名簿 第３号様式 

７ 駐車場事業申告書 第４号様式 

８ 駐車場事業計画書 第７号様式 
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３ 質問受付及び回答 

（１）受付期間 

令和８年１月２６日（月）から令和８年１月２７日（火）まで 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

ただし、市役所閉庁日を除きます。 

（２）受付方法 

柳井市建設部都市計画課の窓口又はＦＡＸにて受け付けます。ＦＡＸ送信の場合は、必ず電

話にて着信確認をお願いします。入札内容質問書（第８号様式）に必要事項と質問内容を記

入の上、提出してください。 

（３）受付先 

柳井市建設部都市計画課 

ＴＥＬ ０８２０－２２－２１１１（内線２３３） 

ＦＡＸ ０８２０－２２－５６９９ 

（４）回答及び方法 

令和８年１月２９日（木）午前９時から 

質問があった場合、ＦＡＸにて入札参加申込のあった全法人に回答します。 

 

４ 入札の実施 

（１）受付日時 

令和８年１月３０日（金） 午前１０時から午前１０時３０分まで 

（２）入札日時 

令和８年１月３０日（金） 午前１０時４０分 

（３）会場 

〒７４２－８７１４ 柳井市南町一丁目１０番２号  

柳井市役所 ２０２会議室 

（４）当日に持参いただく書類等 

 書類 備考  

１ 条件付一般競争入札参加申込

書（写） 

・事前に提出された申込書に市の受付印

を押印したもの。 

第１号様式 

２ 入札書 ・記載する入札金額は、消費税及び地方

消費税の額を加算しない１年間分の貸

付料の金額を記入してください。（１

００円未満切捨て。） 

・入札書を封筒に入れ、件名、入札法人

の名称を封筒に明記し封印してくださ

い。 

第６号様式 

３ 委任状 ・代理人として入札に出席される場合

は、委任状の提出が必要です。 

第５号様式 
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４ 印鑑 ・入札申込法人の印鑑 

・代理人の印鑑：代理人が入札される場

合は、委任状に押印した印鑑と同一の

もの。 

 

５ 筆記用（万年筆又はボールペ

ン） 

・いわゆる「消せるボールペン」は使用

しないでください。 
- 

６ 入札案内書 ・当該冊子です。 - 

 

５ 入札の流れ 

（１）受付 

条件付一般競争入札参加申込書（写）、委任状がある場合はあわせて提出してください。 

（２）入札・開札、落札法人決定 

最低入札価格以上の最高入札価格の入札法人を落札法人とします。 

落札となるべき同価格の落札法人が複数名ある場合は、くじ引きによる抽選により落札法人

を決定します。 

 

６ 入札の結果 

入札の結果は、開札後に柳井市ホームページで公表します。 

 

７ 入札の中止 

不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由があると

きは、入札を中止若しくは入札期日を延期することがあります。 

 

８ 入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項又は第２項に規定する法人のした入札 

（２）地方自治法施行令第１６７条の５第１項又は同令第１６７条の５の２に規定する資格を有

しない法人のした入札 

（３）郵便による入札 

（４）記名押印のない入札 

（５）入札書記載の価格、氏名その他の事項を確認できない入札 

（６）入札書記載の価格を加除訂正した入札 

（７）入札法人又はその代理人が同一事項について２以上の入札をした入札 

（８）同一人が２人以上の入札法人の代理人としてした入札 

（９）委任状を持参しない代理人がした入札 

（10）前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札 

 

 



14 

 

９ その他 

（１）郵送による入札は受付できません。 

（２）入札開始時刻に遅れると入札に参加できません。 

（３）入札参加法人以外の者は入札（開札）会場への入室はできません。また会場スペースの

関係上、入札（開札）会場への入室は、各入札法人当たり２名までとさせていただきます。 

（４）入札参加法人は、入札の締め切りまでに入札辞退届（第９号様式）を提出することで入

札を辞退することができます。この場合、必ず事前に柳井市建設部都市計画課までご連絡

ください。 

 

第５ 契約の締結等 

１ 契約の締結 

借受人には、令和８年３月３１日（火）までに、市有財産賃貸借契約書により柳井市と契約

を締結していただきます。なお、契約は落札価格で行い、本件契約に添付する収入印紙及び本

件契約締結に関して必要な費用は、借受人の負担とします。 

借受人が指定期日までに契約を締結しない場合は、その落札を無効とします。 

 

２ 契約保証金 

免除します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

柳井市建設部都市計画課 

〒７４２－８７１４ 柳井市南町一丁目１０番２号 

ＴＥＬ：（代表）０８２０－２２－２１１１ （内線）２３０～２３３ 

ＦＡＸ：０８２０－２３－５６９９ 
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位置図 
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（案） 

市有財産賃貸借契約書 

 

 市有財産の賃貸借について、貸付人 柳井市（以下「甲」という。）と借受人     （以下

「乙」という。）とは、次の条項により契約を締結する。 

 

（目的） 

第１条 甲は、その所有する次に掲げる物件（以下「本物件」という。）を乙に貸し付け、乙はこ

れを借り受ける。 

【土地】 

所在地番 区分 地積 備考 

柳井市姫田２８１０番３ 土 地 
１，７４５.９０ 

（公簿面積） 
㎡ 

宅地 

（駐車場区画数５２台） 

【工作物】 

所在 区分 名称 数量等 

柳井市姫田２８１０番３ 工作物 アスファルト舗装 一 式 

〃 〃 フェンス 一 式 

〃 〃 車止めブロック 一 式 

〃 〃 バリカー ６ 本 

〃 〃 壁面看板 ２ か所 

〃 〃 防犯カメラ（ポール含む。） ２ 台 

〃 〃 満車空車灯（道路側） １ 台 

〃 〃 防犯灯 ５ 基 

〃 〃 備品用倉庫 １ 台 

 

（指定期日） 

第２条 乙は、本物件を令和８年４月１日（以下「指定期日」という。）までに指定用途に供さな

ければならない。 

２ 乙は、やむを得ない事由により、前項に定める指定期日の変更を必要とするときは、事前に

詳細な理由を付した書面をもって甲に申請し、その承認を受けなければならない。 

３ 前項に基づく甲の承認は、書面によるものとする。 

 

（指定用途） 
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第３条 乙は、貸付期間中継続して本物件を駐車場施設として管理運営する事業（以下「駐車場

事業」という。）を行うものとする。 

２ 乙は、本物件を、駐車場事業の用途（以下「指定用途」という。）に使用しなければならない。 

３ 乙は、別途定める特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）及び本物件の管理運営に係る事

業計画（以下「事業計画」という。）に従い、本物件を指定用途に使用しなければならない。 

 

（事業計画） 

第４条 乙は、次条の貸付期間の開始までに、事業計画を作成の上、甲の承認を得るものとする。 

２ 乙は、あらかじめ甲の承認を得た場合に限り、事業計画の内容を変更できるものとする。た

だし、軽微な変更と認められるものについては、甲に届け出ることで足りるものとする。 

 

（貸付期間） 

第５条 本物件の貸付期間は、令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までとする。 

 

（貸付料） 

第６条 本物件の各年度の貸付料（以下「貸付料」という。）は、金 （落札価格） 円に、消費

税及び地方消費税の額を加算した金額とする。ただし、当該年度の駐車場事業収入（税抜）が

３,３００,０００円を超える場合に限り、その超えた額に２分の１を乗じた額と、金 （落札

価格） 円の合計に消費税及び地方消費税の額を加算した金額とする。 

 

２ 貸付料（税抜）は、１００円未満の端数切捨てとする。 

 

３ 税法の改正により消費税等の税率が増減した場合には、改正税法施行日以降における増減後

の税率により計算した金額とする。 

 

（貸付料の納付） 

第７条 会計年度終了日から起算して３日以内に、借受人は市へ駐車場事業収益額を報告しなけ

ればならない。報告確認後、市は貸付料を算定し、納付書により借受人へ請求する。借受人は

各会計年度の終了日から起算して３０日以内に市が発行した納付書により納めるものとする。

ただし、納入期限日が金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日を納入期限とする。 

 

（遅延利息） 

第８条 乙は、前条に規定する期限内に貸付料を完納しなかったときは、当該期限の翌日から未

支払金額を納付する日までの期間の日数に応じ、当該未払金額に年１４．６パーセント（当該

期限の翌月から１月を経過する日までの期間については、年７．３パーセント）の割合を乗じ

て得た金額（当該金額に１００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた金額）を遅延

利息として、甲に支払わなければならない。 

２ 前項に規定する遅延利息の日割計算においては、１年を３６５日として計算する。 
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（契約保証金） 

第９条 契約保証金は、免除する。 

  

（充当の順序） 

第１０条 乙が、貸付料及び遅延利息を納付すべき場合において、納付した金額が貸付料及び遅

延利息の合計額に満たない場合には、遅延利息から充当する。 

 

（本物件の引渡し） 

第１１条 甲は、貸付期間の初日に、本物件をその所在する場所において乙に引き渡すものとす

る。 

 

（契約不適合責任） 

第１２条 乙は、民法、商法及び本契約の他の条項にかかわらず、引き渡された本物件が、種類、

品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを理由として、本物件の修補、代替物の引

渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完の請求、貸付料の減額の請求、損害賠償の請求若し

くは契約の解除をすることができない。 

 

（本物件の転貸等） 

第１３条 乙は、本物件を第三者に転貸し、又はこの契約に定める乙の権利を第三者に譲渡して

はならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。 

 

（本物件の現状変更） 

第１４条 乙は、本物件の現状を変更してはならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限

りでない。 

 

（滅失又は毀損の報告） 

第１５条 乙は、本物件の全部又は一部が滅失し、又は毀損した場合には、直ちに甲にその状況

を報告しなければならない。 

 

（滅失又は毀損の原状回復） 

第１６条 乙の責めに帰する事由により本物件を滅失し、又は毀損した場合には、乙の責任にお

いて速やかに原状に回復しなければならない。 

 

（保全義務等） 

第１７条 乙は、善良な管理者としての注意をもって本物件の維持保全に努めなければならない。 

２ 乙は、本物件の現状（工作物の増設、改良等の行為を含む。）を変更しようとするときは、事

前に理由を付した書面をもって甲の承認を得なければならない。 

３ 甲が本物件の管理上必要な事項を乙に通知したときは、乙は通知の内容を遵守しなければな

らない。 
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（実地調査等） 

第１８条 甲は､この契約に定める乙の義務の履行状況について随時実地に調査し、又は乙に対し

て所要の報告若しくは資料の提出を求めることができる。 

２ 乙は、正当な理由なく前項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は前項の報

告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

 

（用途指定義務等の違反に対する措置） 

第１９条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める金額を違約金と

して乙に請求することができる。ただし、第３項の規定による承諾又は承認があったときは、

この限りでない。 

（１）第２条第１項の規定に違反して本物件を指定期日までに指定用途に供しなかったとき、又

は本物件を貸付期間中継続して指定用途に供しなかったとき（指定用途以外の用途に供した

ときを除く。）。 当該違反を確認した時の本物件の価額の１０分の１に相当する金額 

（２）第３条第２項の規定に違反して本物件を指定用途以外の用途に供したとき、又は第１３条

の規定に違反して本物件を第三者に転貸し、若しくはこの契約に定める乙の権利を第三者に

譲渡したとき。 当該違反を確認した時の本物件の価額の１０分の３に相当する金額 

（３）前条第２項の規定に違反して正当な理由がなくて同条第１項の規定による調査を拒み、妨

げ、若しくは忌避し、又は同項の報告若しくは資料の提出を怠ったとき。 当該違反を確認

した時の本物件の価額の１０分の１に相当する金額 

２ 乙は、前項第１号又は第２号に該当する場合であって、指定期日までに指定用途に供しなか

ったこと、貸付期間中継続して指定用途に供しなかったこと、又は本物件を第三者に転貸し、

若しくは乙の権利を譲渡したことについてやむを得ない理由があるときは、甲に対し、指定期

日、指定期間若しくは指定用途の変更を申し出、又は本物件の転貸若しくは乙の権利の譲渡の

承認を求めることができる。 

３ 甲は、前項の規定による申出又は求めについて、やむを得ない理由があると認めるときは、

指定期日、指定期間若しくは指定用途の変更を承諾し、又は本物件の転貸若しくは乙の権利の

譲渡を承認するものとする。 

４ 乙は、第１項第１号又は第２号に該当する場合は、甲が定める日までに本物件を指定用途に

供し、又は本物件の転貸の解消若しくは乙の権利の回復を図らなければならない。ただし、第

３項の規定による甲の承諾又は承認があった場合は、この限りでない。 

５ 第１項の違約金は、違約罰と解釈するものとする。 

 

（契約の解除） 

第２０条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

（１）乙が、この契約に定める義務を履行しないとき。 

（２）乙が、破産、会社更生、民事再生、清算又は特別清算その他倒産法制上の手続について、

乙の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者（乙の取締役を含む。）に 

よって、その申立てがなされたとき。 
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（３）乙が、次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（乙が法人である場合にはその役員、その支店又は業務委託契約を締結する事務

所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。）が、

暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員（暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この

号において同じ。）であると認められるとき。 

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められると

き。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして

いると認められるとき。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ

るとき。 

カ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当すること

を知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

   キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としてい

た場合（カに該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこ

れに従わなかったとき。 

２ 本物件が公用又は公共用に供される必要が生じた場合において、甲乙協議の上、乙がそのこ

とを承諾したときは、甲は、この契約を解除することができる。 

３ 乙に第１項各号のいずれかに該当する事由が生じ、甲がこの契約の解除をした場合、乙はこ

れによって受けた損害があっても、その損害の賠償を甲に請求することができない。 

４ 乙は、甲が第２項に該当することにより同項の規定による契約の解除をした場合、これによ

って受けた損失の補償を甲に請求することができる。 

 

（乙の解除権） 

第２１条 乙は、甲が契約に違反し、又はその違反により土地利用が不可能となったときは、契

約を解除することができる。この場合、甲が乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しな

ければならない。 

 

（本物件の返還等） 

第２２条 乙は、本物件を、原状回復につき甲乙協議の上定めた状態にて、次の各号に定める期

日までに甲に返還しなければならない。ただし、貸付期間の満了前に、次の貸付期間において

引き続き本物件を使用できることが明らかになったときは、本物件を原状に回復することなく、

引き続き使用することができる。また、乙が次の貸付期間における借受人（以下「丙」という。）

と異なる場合は、必要に応じて、甲、乙及び丙の三者の間で本物件の原状回復等に関する協議
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を行うものとする。 

（１）貸付期間の満了による場合は、貸付期間の満了日 

（２）甲が前条の規定によりこの契約を解除した場合は、甲の指定する期日 

２ 前項の規定による返還は、原則甲乙の立会いの上で行うものとする。 

３ 甲は、乙が第１項に定める義務を履行しないときは、甲においてこれを執行することができ

るものとする。この場合において、乙は、甲に費用が生じるときは、その要した費用を甲に支

払わなければならない。 

 

（有益費等の請求権の放棄） 

第２３条 乙は、貸付期間が満了した場合、甲が第２０条第１項各号に該当することにより同項

の規定による契約を解除した場合において、本物件に投じた有益費、必要費その他の費用があ

っても、これを甲に請求することができない。 

 

（損害賠償） 

第２４条 乙は、その責めに帰すべき事由により本物件の全部又は一部を滅失し、又は毀損した

場合は、当該滅失又は毀損による本物件の損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わな

ければならない。ただし、第１６条の規定により、本物件を原状に回復した場合は、この限り

ではない。 

２ 前項に掲げる場合のほか、乙は、その責めに帰すべき理由により、この契約に定める義務を

履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払

わなければならない。 

 

（契約の締結に要する費用） 

第２５条 この契約の締結に要する費用は、全て乙の負担とする。 

 

（近隣住民等への配慮） 

第２６条 乙は、第１１条の規定による本物件の引渡しを受けた以後においては、十分な注意を

持って本物件を管理し、近隣住民その他第三者との間で紛争が生じないよう配慮しなければな

らない。 

２ 乙は、本物件に関する管理運営、維持補修等に伴い第三者からの苦情、その他紛争が生じた

ときは、その費用を負担し、自らの責任において解決しなければならない。 

 

（駐車場利用者への対応） 

第２７条 乙は、駐車場事業により生じる駐車場利用者からの苦情、その他紛争については、一

切の責任を持って解決する。 

 

（個人情報の保護） 

第２８条 乙は、この契約に定める義務の履行に伴う個人情報の取扱いについては、別記１「個

人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 



22 

 

 

（公祖公課） 

第２９条 本物件に係る公租公課は、甲の負担とする。 

 

（信義誠実の義務） 

第３０条 甲乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

 

（疑義の解決） 

第３１条 この契約について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。 

 

（履行の決定） 

第３２条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、甲乙協議の上、

決定するものとする。 

 以上の契約締結の証として、この証書２通を作成し、双方記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和８年  月  日 

              貸付人（甲）  柳井市 

                      柳井市長  井 原 健太郎 

                 

借受人（乙）                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

（別記１） 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 乙は、この契約による業務の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５７号）及び以下の事項を遵守し、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報

の取扱いを適正に行わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならな

い。この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。 

（取得の制限） 

第３ 乙は、この契約による業務を実施するために取得する個人情報については、当該業務を達

成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。 

（目的外利用及び提供の禁止） 

第４ 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情

報を契約の目的以外のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（適正管理） 

第５ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他

の個人情報の適切な管理のため、アクセス制限の設定、個人情報が記録されている媒体の管理そ

の他の必要な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、前項の個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定め、内部における責任体制を確

保しなければならない。 

３ 乙は、この契約による業務の従事者に対して、その在職中であると職を退いた後であるとを

問わず、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しては

ならないこと、その他個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第６ 乙は、この契約による業務を派遣労働者に行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保

持義務等、個人情報等の取扱いに関する事項を明記し、この契約に基づく一切の義務を遵守させ

なければならない。 

２ 乙は、この契約による業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる

場合は、正社員以外の労働者にこの特記事項に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

３ 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について、責任を負うも

のとする。 

（複写、複製等の禁止） 

第７ 乙は、甲の指示又は承認がある場合を除き、この契約による業務を実施するために甲から

引き渡された個人情報が記録された資料等の複写、複製又は持ち出しを行ってはならない。 

（再委託の禁止） 

第８ 乙は、この契約による業務を実施するための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲の

承認があるときを除き、第三者にその取扱いを委託（乙の子会社（会社法（平成１７年法律第８
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６号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）に委託する場合を含む。）又はこれに類

する行為（以下「再委託」という。）をしてはならない。 

２ 乙は、前項の承認を得て再委託をする場合には、再委託先に対し、甲及び乙と同様の安全管

理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに

関する一切の義務を遵守させるものとする。 

（再委託に係る連帯責任） 

第９ 乙は、再委託先の行為について、再委託先と連帯してその責任を負うものとする。 

（再委託先に対する管理及び監督） 

第１０ 乙は、再委託をする場合には、再委託をする業務における個人情報の適正な取扱いを確

保するため、再委託先に対し適切な管理及び監督をするとともに、甲から求められたときは、そ

の管理及び監督状況を報告しなければならない。 

（返還、廃棄又は消去） 

第１１ 乙は、この契約による業務を実施するために甲から引き渡され、又は乙自らが取得し、

若しくは作成した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、直ちに甲の指示に基づい

て返還、廃棄又は消去しなければならない。 

２ 乙は、前項の資料等を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等個人情報が判読、復元

できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 

（遵守状況に関する報告） 

第１２ 乙は、甲に対して、個人情報の取扱いの状況について、定期的に報告しなければならな

い。 

２ 前項に規定する場合のほか、乙は、甲からこの特記事項の遵守状況について報告を求められ

た場合には、直ちにその状況を甲に報告しなければならない。 

（監査等） 

第１３ 甲は、この契約による業務の実施に伴う個人情報の取扱いについて、この特記事項の規

定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対し

て、監査、実地検査又は調査（以下「監査等」という。）を行うことができる。乙及び再委託先

は、合理的事由のある場合を除き、甲又は甲の指定した者の行う監査等に協力しなければならな

い。 

２ 甲は、前項の目的を達成するため、乙及び再委託先に対して必要な情報を求め、又はこの契

約による業務の実施に関して必要な指示をすることができる。 

（事故発生時における報告等） 

第１４ 乙は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安

全の確保に係る事態が発生し、又は発生するおそれのあること（再委託先により発生し、又は発

生するおそれがある場合を含む。）を知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示のもとセキ

ュリティ上の補完、情報の修復等の措置をとるとともに再発防止の措置を講じなければならな

い。 

２ 甲は、前項の事態が発生した場合には、個人情報の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案

し、乙及び再委託先の名称等の必要な事項を公表することができる。 

（契約の解除及び損害の賠償） 
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第１５ 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、

この契約を解除することができる。 

２ 乙は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲又は第三者が損害を被

った場合には、その損害を賠償しなければならない。 
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駐車場事業に係る特記仕様書                             

 

１ 指定用途 

乙は、本物件を２４時間入出庫可能な時間貸し駐車場及び定期利用駐車場を併用した機械式

平面駐車場（以下「駐車場」という。）として使用しなければならない。なお、全５２台のうち、

定期利用駐車場として使用する区画数を３分の１以内（１７台以下）とし、時間貸し利用者も

考慮したものとする。 

 

２ 適用 

  この仕様書は次の物件に適用する。 

  件名 駐車場貸付（条件付一般競争入札） 

 

３ 対象駐車場の名称 

駐車場の命名権は、甲が有するものとする。 

 

４ 設備の設置 

（１）駐車機器 

乙は、次に掲げる機器を設置し、指定用途に使用するものとする。 

① 入口駐車券発行機 

  駐車場入口に設置し、利用者に対し駐車券を発行する機器。 

イ 押ボタンにより駐車券を発行できること。 

ロ 駐車券に入場年月日時分が印字できること。 

ハ 定期券読取りによる定期車両の入場管理が可能なこと。 

二 駐車券発行時及び満車時に、利用者に案内できること。 

ホ 連絡用インターホン子機にて呼出の連絡が可能なこと。 

② 出口料金精算機 

   駐車場出口に設置し、利用者に対し駐車料金の精算を行う機器。 

イ 利用可能な金種は、１０円硬貨、５０円硬貨、１００円硬貨、５００円硬貨及び千円紙幣で

あること。 

ロ １００円駐車サービス券に対応できること。 

ハ 定期券読取りによる定期車両の出場管理が可能なこと。 

二 精算時に、利用者に操作を促す案内ができること。 

ホ 領収書が発行できること。 

へ 連絡用インターホン子機にて呼出の連絡が可能なこと。 

③ 出庫警報灯 

   駐車場出口部に設置し、場外の走行車両及び歩行者に対して出庫車両の接近を知らせ、注

意を促す機器。 

イ 回転灯、ブザー及び点滅表示（文字浮き出し）により走行車両及び歩行者に確実に注意を促

せること。 
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④ 入口表示灯 

   駐車場入口に設置し、駐車場の満車状況を表示する機器。 

⑤ ゲート装置 

   カーゲート及びバーキャッチャーで構成し、入口及び出口に設置して車両通行の規制を行

う機器。 

イ 入口駐車券発行機及び出口料金精算機と連動し、無人制御が行えること。 

ロ 手動によりゲートバーを開閉できること。 

ハ 指定する用途に関連しない建築物及び工作物等の設置は不可とする。ただし、自動販売機

（アルコール類を除く。）の設置は、乙の負担により、設置することを認めます。自動販売機

を設置する際は、自動販売機に故障時等の連絡先を明記すること。 

 

５ 管理運営 

（１）禁止行為 

 乙は、駐車場事業に係る全ての業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただ

し、業務の一部について、甲が承認した場合はこの限りでない。 

 

（２）駐車料金の設定 

駐車場利用料金は次のとおりとし、甲乙協議の上、設定するものとする。 

① 付近の路外駐車場の駐車料金に比して著しく均衡を失わないものであること。 

② 利用者数を維持できるよう、時間貸し駐車料金は３０分まで無料とし、２４時間までの料

金は上限８００円とする。 

③ 周辺相場を考慮し、定期利用料金は下限４，０００円／月（税抜）とする。 

④ 頻繁な料金改定や急激な料金値上げ等により、利用者の混乱を招く料金設定としないこ と。 

 

（３）利用者割引等 

① 時間貸し駐車料金について、別紙１のとおり、利用者割引を行うこと。 

② 乙は、甲に無料パスカードを１枚貸与すること。なお、甲は、借り受けた無料パスカードに

ついて、善良なる注意をもって使用する。 

③ １００円駐車サービス券１１枚綴りとした回数駐車券を１冊１，０００円で販売することと

する。 

④ 乙は、駐車場周辺で、甲が主催又は共催するイベント等が開催される場合や災害等が発生し

た場合は、甲に協力すること。 

⑤ 駐車場利用者の利便性を考慮し、定期券及び回数駐車券販売窓口を別紙３の範囲内、又は指

定範囲に隣接する場所に設置すること。窓口開設時間は週５日間以上午前８時３０分から午

後５時３０分とする。なお、窓口設置について、案内表示の設置や、上下水道、電気及びガ

スなどの供給処理施設の引き込みが必要な場合は、甲ではこれらに必要な費用の負担は行わ

ないものとする。 
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（４）安全性の確保及び利用者への配慮 

  乙は、次に掲げる項目を遵守しなければならない。 

① 出口料金精算機に連絡用インターホンを取り付け、２４時間管理体制がとれるよう通信体

制を確保し、駐車場利用者との直接対話により、緊急の問合せやトラブルに常時対応でき

ること。また、遠隔操作によるゲート開閉ができ、スムーズな入出庫ができるようにするこ

と。 

② 出庫時に連絡用インターホン等により、障がい者割引対象者であることの確認ができるこ

と。 

③ 料金精算時にトラブルが生じた場合に、遠隔操作により駐車料金を精算することが可能な

こと。 

④ 遠隔操作により駐車料金を減額又は免除することが可能なこと。 

⑤ 緊急時には即時に現地対応できること。 

⑥ 駐車場が停電した場合は、利用者が出庫及び入庫できる状態にすること。 

⑦ 駐車場利用者が常に安全に駐車場を利用できるように、点検、保守及び修繕を行い、駐車場

の安全性を保持すること。 

⑧ 駐車場内の清掃及び除草を適宜実施すること。 

⑨ 第三者賠償責任が発生した場合に備え、適切な保険に加入し、加入後は甲に保険証の写し

を提出すること。 

⑩ 乙が駐車場内に新たに設置する看板類について、「山口県屋外広告物点検実施要綱」に基づ

き、おおむね３年に１回となっているが、適宜安全点検を実施し、その記録を保管するこ

と。なお、市の所有する既設の看板類については、市にて安全点検を実施し、その記録を保

管しているため、借受人による安全点検の実施は不要とする。 

⑪ 駐車場での犯罪を抑制するため、乙は甲の所有する既設の防犯カメラを現状有姿で借り受

け、常時作動させること。なお、駐車場内で発生した事故又は事件は乙が対応するものと

し、速やかに警察へ報告すること。ただし、防犯カメラの管理者は甲とし、防犯カメラで記

録した映像データの取扱いは、「柳井市防犯カメラの運用に関する要綱」に基づくこととす

る。 

 

（５）放置車両への対応 

乙は、駐車場内で放置車両を発見した場合は、速やかに警察へ報告し、甲乙協議の上、必要

に応じて車両の処分を行うこととする。 

 

（６）その他 

乙は、甲の所有する既設の看板の記載内容を変更するときは、あらかじめ甲と協議しなけれ

ばならない。 

 

６ 必要経費の負担 

（１）指定用途に使用するために必要な設備の設置については、全て乙の負担とする。 

（２）指定用途に使用するために必要な管理運営の経費（消耗品費、光熱水費、施設設備の維持



29 

 

管理費、緊急時対応経費、保険料等）については、全て乙の負担とする。ただし、別紙２に

示される甲の負担する場合を除く。 

 

７ リスク分担 

駐車場施設としてこれまでの市民サービスが継続できることを前提に、より低廉で良質なサ

ービスの提供を目指すため、適切なリスク分担を行うこととし、甲と乙の基本的なリスク分担

の考え方は、別紙２に示すとおりとします。 

 

８ 原状回復 

（１）乙は、貸付期間の満了日までに原状又は甲から承諾を得た状態に回復すること。また、貸

付物件を原状又は市から承諾を得た状態に回復した場合は、甲による検査を受けることとす

る。 

（２）乙が前項の期日までに原状回復の義務を履行しないときは、甲がこれを行って、その費用

を乙の負担とすることができることとする。 

（３）貸付期間中に乙が設置した工作物等については、次期貸付開始日までに乙が撤去すること

を原則とする。ただし、乙が設置した工作物等について、乙と次期借受人との間で工作物等

の譲渡等を行うことを妨げるものではない。乙と次期借受人との間で工作物等の譲渡等を行

う場合、譲渡等される工作物等の一覧を書面で甲に提出すること。 

 

９ 法令遵守の徹底 

乙は、駐車場法(昭和３２年法律第１０６号)並びに関係法令等を遵守し、必要な届出等手続

の一切を行うこととする。 

 

１０ 乙の報告 

（１）乙は、甲に次の内容について報告しなければならない。なお、甲はこれを公表できるもの

とする。 

① 随時報告 

イ 事故等のトラブルが発生した際の対応状況 

ロ 本物件の不具合、修繕や改修が必要な場合の状況 

ハ 修繕を行った場合の内容（金額、修繕箇所、写真等） 

② 定期報告 

  乙は、毎月、前月分の次の事項について、甲にデータ又は書面で報告するものとする。 

イ 入出庫台数 

ロ 定期利用者の契約者数 

ハ 駐車台数 

二 駐車料金収入 

ホ その他甲と乙が協議して定めた内容 

（２）「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」に基づく開示請求又は市議会

からの要請を受けた場合には、乙は甲に協力するものとする。 
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 利用者割引                              別紙１ 

 

１ 障がい者割引 

（１）割引の内容 

時間制駐車料金については、入庫から引き続き２時間までは半額とすること。 

（２）割引の対象者 

障がい者が運転又は障がい者が単独での行動が困難なため障がい者の介護者の運転する場合で次

の各号に該当するものとする。 

① 身体障害者福祉法(昭和２４年法律第２８３号)第１５条第４項に規定する身体障害者手帳の

交付を受けた者 

② 児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号)第１２条第１項に規定する児童相談所又は知的障害

者福祉法(昭和３５年法律第３７号)第１２条第１項に規定する知的障害者更生相談所の判定

に基づき知事が発行する療育手帳の交付を受けた者 

③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和２５年法律第１２３号)第４５条第１項に規

定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 

（３）対象者の確認方法 

  出庫時に連絡用インターホン等により対象者であることを確認する。 

 

２ 一括借上げ割引 

祭事その他の行事のため主催者等が一括して駐車場を借り上げるときは、借受人と主催者等の協議

により、駐車料金を決定すること。 

 

３ 回数割引 

 1冊（１００円駐車サービス券１１枚綴り）１,０００円で販売すること。また、借受人は、利用者

が駐車料金の精算時に、令和８年３月３１日までに前借受人が発行した市営回数駐車券を使用可能な

状態とすること。なお、利用者が駐車料金の精算時に市営回数駐車券(１００円駐車サービス券１１枚

綴り)を使用した場合に係る駐車料金の割引分は、借受人の負担とする。 

 

４ 観光割引 

事前に借受人から柳井市観光協会へ１００円駐車サービス券(観光券)を配布しておき、観光客が柳

井市観光協会に柳井まちなか駐車場を利用した証（入庫時に発券される駐車券）を持参した場合に、

柳井市観光協会から観光客へ観光券を最大２枚配布する。本件駐車場において観光券の利用が確認で

きた場合、利用分の料金については、柳井市観光協会へ請求すること。 
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リスク分担表                                  別紙２ 

項目及び内容 
負担者 

柳井市 借受人 

法令等の変更 
借受人の管理運営に影響を及ぼす法令等の変更 協議による 

上記以外の法令等の変更  ◯ 

税制等の変更  ◯ 

資金調達  ◯ 

物価・金利の変動  ◯ 

需要の変動  ◯ 

施設の損傷 

（借受人にて設置し

た設備の場合） 

市の責めに帰すべき事由によるもの ◯  

上記以外  ◯ 

施設の損傷 

（上記以外の場合） 
借受人の責めに帰すべき事由によるもの  ◯ 

市の責めに帰すべき事由によるもの ◯  

経年劣化、第三者の行為で相手方が特定できないもの 

（１件当たり５万円未満の軽微な補修。） 
 ◯ 

経年劣化、第三者の行為で相手方が特定できないもの 

（１件当たり５万円を超える補修。） 
◯  

相手方が特定されるもの  ◯ 

第三者（利用者、近隣

住民等）への対応 

市の責めに帰すべき事由によるもの ◯  

上記以外  ◯ 

第三者（利用者、近隣

住民等）への賠償 

借受人の責めに帰すべき事由によるもの  ◯ 

市の責めに帰すべき事由によるもの ◯  

上記以外 協議による 

事業の開始遅延、変

更、休止、中止 

借受人の責めに帰すべき事由によるもの  ◯ 

市の責めに帰すべき事由によるもの ◯  

上記以外 協議による 

個人情報の漏洩 借受人の責めに帰すべき事由によるもの  ◯ 

市の責めに帰すべき事由によるもの ◯  

上記以外 協議による 

緊急時及び災害時に

おける駐車場の開放 

借受人の責めに帰すべき事由によるもの  ◯ 

市の責めに帰すべき事由によるもの ◯  

上記以外 協議による 

上記に定めるもののほか、不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、

騒乱、暴動、その他いずれの責めにも帰することのできない自然又は人為的な

現象）によるリスク 

協議による 

事業の引継ぎに関する費用 

（引継ぎを受ける場合及び次期人へ引継ぐ場合） 
 ◯ 
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別紙３ 

定期券販売窓口設置範囲 

 

 

 



33 

 

別紙４ 

 

駐車場利用台数実績調書 

 

［台］ 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

４月 １,０１２ １,７１８ １,６６３ 

５月 １,５２７ １,３９５ １,７３６ 

６月 １,３０５ １,３３４ １,５３６ 

７月 １,５７４ １,６１８ １,２６８ 

８月 １,２１９ １,５２３ １,６８２ 

９月 １,２７５ １,６８９ １,３２３ 

１０月 １,７４３ １,２９８ １,３２２ 

１１月 １,４３８ １,３２７ １,１３３ 

１２月 １,５３０ ２,０６６ １,７１１ 

１月 １,４２２ １,１０１ １,５８０ 

２月 １,３３４ １,５８２ １,２７１ 

３月 １,５１５ １,３８３ １,４０８ 

合計 １６,８９４ １８,０３４ １７,６３３ 
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（第１号様式）        ※受付後の写しを返却しますので、入札日に持参提出してください。 

 

条件付一般競争入札参加申込書 

 

１ 貸付物件の表示 

 

所在地 貸付面積 

柳井市姫田２８１０番３ １７４５．９０㎡ 

 

次の市有財産の貸付における条件付一般競争入札に参加したいので、駐車場貸付（条件付一般競

争入札）案内書を承諾の上、申し込みます。 

 

令和  年  月  日 

 

（宛先）柳 井 市 長 

 

住   所 

又は所在地                         

 

氏 名 

又 は 名 称                       

 

電 話 番 号 

                                          

 

ファックス 

                                          

 

※添付書類は３か月以内に発行されたものに限ります。 

※添付書類…法人登記簿謄本又は登記事項証明書（履歴事項 全部証明書）、暴力団排除に関する誓約

書（第２号様式）、役員等名簿（第３号様式） 

※以下の欄は記入不要 

受 付 印 
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（第２号様式） 

暴力団等の排除に関する誓約書 

□ 私（個人の場合） 

□ 当社（法人の場合） は、下記のいずれにも該当せず、将来においても該当しないこ

とを宣誓します。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ること

となっても、異議は一切申し立てません。 

また、貴職において必要と判断した場合に、役員等名簿を提出すること及び当該役員

等名簿により当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 

 

 

契約等の相手方として不適当な者 

（１）法人等（個人又は法人をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人であ

る場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の

代表者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団

をいう。以下同じ。）又は暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員を

いう。以下同じ。）であると認められる者 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められ

る者 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

ると認められる者 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められる者 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしていると認められる者 

（６）前記（１）～（５）に該当する者の依頼を受けていると認められる者 

 

 

令和     年    月    日 

 

（宛先）柳井市長  

住所（又は所在地） 

 

氏名又は名称 

代 表 者 名 
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（第３号様式） 

 

役   員   等   名   簿 

 

 

法人名                       

 

役職名 
ふりがな 

氏  名 
性別 生年月日 住   所 

  
男・女 

明・大・昭・平・令 

・ ・ 

 

  
男・女 

明・大・昭・平・令 

・ ・ 

 

  
男・女 

明・大・昭・平・令 

・ ・ 

 

  
男・女 

明・大・昭・平・令 

・ ・ 

 

  
男・女 

明・大・昭・平・令 

・ ・ 

 

  
男・女 

明・大・昭・平・令 

・ ・ 

 

  
男・女 

明・大・昭・平・令 

・ ・ 

 

  
男・女 

明・大・昭・平・令 

・ ・ 

 

  
男・女 

明・大・昭・平・令 

・ ・ 

 

  
男・女 

明・大・昭・平・令 

・ ・ 

 

（注）・法人登記簿謄本に記載されている現在の役員全員（監査役含む。）を記入してください。 

      ・氏名にはふりがなを付けてください。 

      ・「性別」、「生年月日」欄は該当する性、年号を〇印で囲んでください。 
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（第４号様式） 

駐車場事業申告書 

（駐車場貸付（条件付一般競争入札）） 

令和  年  月  日 

 

（宛先）柳 井 市 長 

 

申込者 

（入札者） 

 

 

 

 

「駐車場貸付（条件付一般競争入札）案内書」の「第３ 契約上の条件」に記載された有料時間貸駐

車場の運営をした実績について、次のとおり申告します。また、記載された内容は全て事実と相違な

いことを誓約します。 

 

令和４年度 

 

※実績が分かるもの（契約書、協定書等の写し）も提出してください。 

令和５年度 

 

※実績が分かるもの（契約書、協定書等の写し）も提出してください。 

令和６年度 

 

※実績が分かるもの（契約書、協定書等の写し）も提出してください。 

住所又は 

所 在 地                             

                           

氏名又は 

名  称 

代表者名 
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（第５号様式）    

 

委 任 状 

 

 

所在地 面積 

柳井市姫田２８１０番３ １７４５．９０㎡ 

 

 

 

上記物件貸付に係る一切の権限を                

に委任しましたので、連署を、もって届出します 

 

令和  年  月  日 

 

（宛先）柳 井 市 長 

 

 

（委任者） 

 

 

 

 

 

 

   （受任者） 

 

 

 

 

 

 

※（委任者）欄は、土地を借受ける方の住所・氏名を記入してください。 

 （受任者）欄は、入札に参加される方の住所・氏名を記入し、実印等の登録印を押印してください。 

 入札者の押印欄には同じ印鑑を使用してください。 

 

 

住所又は 

所 在 地                             

                           

氏名又は 

名  称                           

住所又は 

所 在 地                             

                           

氏名又は 

名  称                          印 
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（第６号様式）    

 

入  札  書 

 

 

件   名 駐車場貸付（条件付一般競争入札） 

所 在 地 柳井市姫田２８１０番３ 

 

 

入札 

金額 

億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円 

         

 

駐車場貸付（条件付一般競争入札）案内書を承諾の上、上記のとおり入札します。 

 

令和  年  月  日 

 

（宛先）柳 井 市 長 

 

 

 

 

 

 

（留意事項） 

１ 記入に当たっては、黒色又は青色の万年筆又はボールペンを使用してください。 

２ 金額の記入は、算用数字を使用し、最初の数字の前に「￥」を記入してください。 

３ 金額の記入は、桁を間違えないようにご注意ください。 

４ 入札金額は公表している最低入札価格以上の金額を記入してください。 

５ 入札金額は見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を記載してください。 

６ 住所、氏名は印鑑証明書のとおりに、はっきりと記入してください。 

７ 代理人が入札に参加される場合は、代理人（受任者）の住所・氏名を記入してください。 

 また、印鑑は、必ず委任状に使用した印鑑と同じもので押印してください。 

８ 訂正のある入札書は無効となります。新しい入札書に書き直してください。 

９ 提出済みの入札書は、その理由如何に関わらず、書換え、引換え、撤回を行うことはできません

ので、提出前によくご確認ください。 

住所又は 

所 在 地                             

                           

氏名又は 

名  称 

担 当 者                          印 
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（第７号様式） 

令和 年 月 日 

（宛先）柳井市長  

借受人 住所又は 

所 在 地 

 

氏名又は 

名  称 

代 表 者 

 

駐車場事業計画書 
事業計画は、次のとおりです。 

(1) 管理運営体制 

① 人員配置、連絡体制 

 

 

② 維持管理体制 

※ 保守点検、場内清掃等の維持管理について記載してください。 

※ 委託する場合は、委託の名称・資格等を記載してください。 

(2) 設備の設置 

① 駐車機器の仕様 

※ 駐車機器の種類、性能などについて記載してください。 

 

② 利便性向上に資する設備 

※ 設置を希望する場合は記載してください。 

 

 

(3) 料金体系等 

① 利用区分ごとの設定台数（時間貸し、定期利用） 
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② 利用区分ごとの料金体系（時間貸し、定期利用） 

 

 

③ 借受人が定める割引 

※ 市が定める割引以外の割引を実施する場合は記載してください。 

 

 

(4) 手続方法 

① 時間貸しの手続方法、支払方法 

 

 

② 定期利用の手続方法、支払方法 

 

 

 

(5) 収支計画 

※ 事業収支計画の様式１をもとに作成してください。 

 

３ その他特記事項 

※ 特記すべき事項があれば記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※記入欄の大きさは必要に応じて変更してください。 
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（様式 1）事業収支計画       ●／● 

              （単位：千円） 

項目 
  

備考 
※１ 割合 

収入 

  

  

  

  

  

  

    #DIV/0!   

    #DIV/0!   

    #DIV/0!   

    #DIV/0!   

    #DIV/0!   

計 0    

支出       

  

  

  

  

  

  

  

  

運営費       0 #DIV/0!   

          #DIV/0!   

維持管理費       0 #DIV/0!   

          #DIV/0!   

保険料       #DIV/0!   

          #DIV/0!   

          #DIV/0!   

計 0    

収支       0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※作成上の留意事項 

① 消費税及び地方消費税等を除いた金額をご記入ください。 

② 一円未満は切り捨ててください。ただし，表示は千円単位とします（すなわち小数

点第三位まで入力し，表示は小数点第一位を四捨五入します）。 

③ 本事業単独としての事業性がわかるように、適宜、各項目を設定（追加・削除）し

てください。 

④ 支出の各項目については、事業内容に応じて適切な内訳項目を設定してください。 

⑤ 収入の計算根拠（各駐車区分の想定台数、想定の利用料金等）がわかるように記載

してください。 
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（第８号様式） 

入 札 内 容 質 問 書 

 

     令和   年   月   日 

 

（宛先）柳井市長 

 

   申請者 住    所 

              又は所在地 

 

    氏名又は名称 

    代表者氏名 

      

件名 駐車場貸付（条件付一般競争入札） 

場所 柳井市姫田２８１０番３ 

質    問    事    項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

注 図面等が必要な場合は、添付すること。 

提出部数 １部  
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（第９号様式） 

 

入 札 辞 退 届 

 

件名 駐車場貸付（条件付一般競争入札） 

 

上記について入札申込をしておりましたが、都合により入札を辞退します。 

 

 

       年  月  日 

 

 

                       住    所 

                       又は所在地 

 

                       氏名又は名称 

 

                       代表者氏名 

 

 

 

 

 

（宛先）柳井市長 

 

 


